
第三号議案 令和７年度事業計画及び予算報告(令和 7 年 3 月理事会決議) 

 

Ⅰ．令和 7 年度事業計画 

 

1．租研をめぐる環境 

日本経済は、長きにわたったデフレ・コストカット型経済からの脱却を確実なものとし、成長型経

済に移行できるかどうかの分岐点にあり、新たなステージに向けて、成長分野への投資、イノベー

ション・生産性向上の取組を積極的に進めていくことが求められている。 

一方、財政については、コロナ禍後において税収が好調に推移する一方、歳出構造の平時化、

財政収支改善の取組には大きな進捗が見られず、少数与党政権の下での歳出拡大圧力の増加、財

政規律の緩みが懸念されるところである。 

人口減少・少子高齢化の進行、格差の拡大といった課題を克服し、活力ある社会を維持してい

くとともに、不安定化する国際情勢や災害等への備えを確保するためにも、税制・社会保障制度全

体を見渡した歳出・歳入一体の改革を先送りすることは許されない。 

その一環として、税制についても、公平・中立・簡素といった基本原則や、歳入確保、所得再分

配という機能の発揮、国際的な議論の動向などを念頭に置きつつ、経済成長、企業の競争力・生産

性の向上等にも資するものとなるよう、経済社会の構造変化に対応した見直しが必要である。 

上記のような改革を進めるに当たっては、経済・財政の現状と将来見通しについての正確な情

報に基づいた計画の策定とその着実な実行が不可欠であり、その際には税制・社会保障制度の役

割、受益と負担のあり方に対する国民の理解と合意形成が極めて重要である。 

当協会としても、こうした認識の下、経済成長と財政健全化、税と社会保障の一体的な改革を

推進する観点から、あるべき税制の実現に向けた調査・研究とその成果の提言を行っていくこと

とする。 

 

2．協会の活動方針 

当協会は、民間の租税研究機関として、引き続き、財政・税制をめぐる環境の変化、会員のニー

ズに的確に対応し、研究者、実務家、関係当局とのネットワークを生かした多角的な調査・研究、

あるべき税制の実現に向けた提言などの事業活動を展開し、その成果を発信することにより税に

関する知識の普及とわが国税制の発展に貢献していく。 

また、税制・税務執行の透明性、予測可能性の向上を図るべく、会員のご意見・ご要望を踏ま

え、行政当局との意思疎通・意見交換にも積極的に取り組むこととする。 

令和 7 年度においては、これまでの活動状況の評価を踏まえ、以下の基本的な方針に基づき、

継続的かつ安定的な運営が行われるよう、事業運営の最適化を図りつつ各種の活動を展開する。 

① 税制改正意見等の提言活動の充実を図る。 



② 財政、税制、税務に関する調査、研究、提言活動の拡充を図る。 

③ 会員のニーズに的確に対応した情報発信機能の拡充を図る。 

④ 公益社団法人として、協会活動を通じた社会貢献活動に努める。 

⑤ 維持会員の継続、拡大に組織を挙げて取り組む。あわせて、経費節減に努めるとともに、限

られた資源の中で効果的・効率的な事業運営を徹底する。 

 

3．令和 7 年度計画（総括） 

平成 24 年 4 月の公益社団法人への移行後、環境変化を踏まえた事業活動の「選択と集中」を進

めるとともに、収支相償の原則など財務面での規律を確保した運営を行ってきているところであ

る。 

令和 7 年度においても、会員の利便性向上及び事業の効率化・経費節減の観点からオンライン

を中心とした事業運営を継続し、財政・税制を巡る環境の変化、会員のニーズを踏まえた事業活動

を実施することとする。また、令和 7 年 4 月から公益法人制度改革が施行されることから、自律

的ガバナンスの充実、透明性の向上といった要請に適切に対応していく。 

具体的な事業計画としては、年間 130 回程度の会合を開催し、財政・税制及び関連分野におけ

る重要な課題や最新の動向を反映した質の高い事業活動を展開することとしたい。 

 

 

 

4．租税研究大会 

租税研究大会は、当協会が実施する財政・税制に関する調査・研究活動の成果を発表・還元する

イベントであり、情報発信機能も重視しながら開催している。 

令和 7 年度においても、税制改正の展望、国際課税における最新の動向、各研究会等における

調査・研究の成果を取り上げ、講演、討論等を通じて情報提供を行うとともに、協会外部への情報

発信に配意し、公益的活動の推進、当協会のプレゼンス向上に資するものとして継続する。 

事業活動計画／実績の総括表

総会・理事会等 5 回 5 回 5 回 5 回 5 回 5 回

正副会長会議・委員会 13 〃 13 〃 13 〃 12 〃 12 〃 12 〃

租税研究大会 ＊1 （2.0日） 4 〃 （2.0日） 4 〃 （2.0日） 5 〃 （2.0日） 5 〃 （2.0日） 5 〃 （2.0日） 5 〃

研究会・検討会 32 〃 31 〃 36 〃 30 〃 31 〃 31 〃

会員懇談会・座談会・意見交換会 59 〃 57 〃 59 〃 60 〃 62 〃 62 〃

基礎講座 ＊2 （２講座） 14 〃 （２講座） 17 〃 （２講座） 14 〃 （２講座） 17 〃 （２講座） 14 〃 （２講座） 17 〃

合計 127 〃 127 〃 132 〃 129 〃 129 〃 132 〃

出版（「租税研究」以外） 5 冊 5 冊 5 冊 5 冊 5 冊 5 冊

＊１　令和6年度実績見込の内訳　：　オンライン2.0日（報告1、討論3、解説1）
＊2　令和6年度実績見込の内訳　：　法人税基礎講座（オンライン）8回、国際課税基礎講座（オンライン）9回
＊3　講演回数換算ベース　：　同日講演で講演内容が異なる場合には、各々を1回として集計
＊4　令和6年度実績見込　：　令和7年2月28日時点で見込まれる回数であり、今後変動する可能性がある。

令和3年度
実績

令和4年度
実績

令和6年度
計画

令和6年度
実績見込 ＊4

令和7年度
計画

令和5年度
実績



なお、本年度についても、オンライン方式を活用し、9 月中旬頃に開催する予定である。 

 

 

5．委員会・研究会・検討会 

委員会・研究会等の活動は、民間の中立的な立場から、あるべき財政、税制、税務の実現に向け

た調査・研究、提言を行うという当協会の事業活動の中核となるものであり、その内容の充実に努

める。 

具体的には、当協会の税制改正提言である「租研意見」を作成する政策検討会をはじめ、税制基

本問題研究会、財政経済研究会、国際課税研究会及び通達等検討会において、時宜にかなったテー

マを設定し、研究者、実務家等の知見を活用して調査・研究活動を実施する。 

また、行政当局、専門家（税理士）等の理解・協力の下、会員と国内外行政当局、会員相互間の

意見交換・コミュニケーションの機会の設定など、当協会の特質を活かした企画にも積極的に取

り組む。 

 

 

 

(1) 運営委員会（企画・運営小委員会） 

・租税研究大会の内訳と実施推移 （回数）　

令和３年度
実績

令和４年度
実績

令和5年度
実績

令和６年度
実績

令和７年度
計画

報告 1 1 1 1 1

討論 3 3 3 3 3

解説 0 0 1 1 1

合計（報告+討論+解説） 4 4 5 5 5

合計（日数） 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

（講演回数換算ベース）　

令和3年度
実績

令和4年度
実績

令和5年度
実績

令和6年度
実績

令和7年度
計画

対R6Fy
実績見込

運営委員会 1 1 1 1 1 ～

　企画運営小委員会 3 3 3 3 3 ～

政策委員会 1 1 1 1 1 ～

　政策検討会 5 5 5 4 4 ～

委員会 10 10 10 9 9 ～

財政経済研究会 7 8 7 8 8 ～

税制基本問題研究会　 9 8 9 8 8 ～

国際課税研究会 8 8 8 8 8 ～

通達等検討会 5 6 11 6 6 ～

地球環境問題検討会 3 1 1 0 1 ＋1

研究会・検討会 32 31 36 30 31 ＋1

・委員会・研究会・検討会　内訳

会合名

会合回数（回）



運営委員会及びその下に設置された企画・運営小委員会において、事業計画の策定や事業活動

の基本方針等の運営上の重要事項について協議、検討を行う。これに加え、企画・運営小委員会

においては、「令和 8 年度 税制改正に関する租研意見」の策定過程において、政策検討会との意

見交換、提言内容の審議等を行う。 

(2) 政策委員会（政策検討会） 

財政、税制に関する提言等の企画・立案を担当する委員会（検討会）として、各研究会・検討

会の調査・研究の成果、会員からの税制改正意見、アンケート調査等をもとに、「税制改正に関す

る租研意見」を取りまとめ、関係当局・機関に対して提言を行う。 

令和 7 年度においても、政策検討会を中心として、各研究会等との連携を緊密にしつつ、「租

研意見」の内容の更なる充実を図るとともに、効果的な発信方法について検討を行う。 

(3) 財政経済研究会 

 財政経済研究会では、税制・社会保障制度、経済財政運営・金融政策の在り方について、財政

学・公共経済学等の分野の研究者が調査・研究を行っている。 

令和 5 年 10 月からは、「税と社会保障のグランドデザイン」をシリーズテーマとして検討を進

めており、その成果を租研意見に反映するとともに、本年 9 月の租研大会で会員に報告すること

としている。 

(4) 税制基本問題研究会 

税制基本問題研究会では、税制の基本的な課題について、社会・経済環境の変化も踏まえた幅

広い見地から租税法・財政学等の分野の研究者等が調査・研究を行っている。 

令和 6 年 10 月からは、「社会・経済環境の変化と企業を巡る税制」をシリーズテーマとして、

企業の税務担当者の参画も得ながら法人税制を中心とした調査・研究を行っており、令和 8 年度

租研大会での報告を目指して検討を進めていく。 

(5) 国際課税研究会 

国際課税研究会では、国際課税分野に造詣の深い研究者、実務家等が先端的な研究を行い、そ

の成果を会員に提供している。 

令和 7 年度においても、国際課税における最新の動向、重要な海外文献について調査・研究を

行い、その成果を税制改正、税務執行に関する提言に生かすとともに、会員に対し幅広く情報提

供する。 

(6) 地球環境問題検討会 

地球環境問題検討会については、政府の GX 推進戦略、カーボンプライシング構想等の進展を

注視しつつ、大学・研究機関の専門家、行政当局の担当官による講演等を適宜開催していく。 

(7) 法人税研究会・通達等検討会 

通達等検討会では、税制・税務執行における予測可能性・透明性の確保、企業の税務リスクの



解消に資する観点から、専門家（税理士）の協力の下、法令の解釈・適用や実務上の取扱いの明

確化が望まれる事項を整理し、行政当局との意見交換を通じて税務通達・質疑応答事例等に反映

することを目指した活動を行っている。 

令和 7 年度においても、法人税・国際課税関係の改正事項を中心に、会員の意見・要望の集約、

行政当局への提言、通達等への反映に積極的に取り組む。 

 

6．講演会・セミナー 

(1) 会員懇談会・座談会 

国内外の財政、税制、税務に関する重要な課題をはじめとして、理論・実務の両面から会員の

ニーズに対応したテーマを幅広く取り上げ、懇談会を開催する。研究者による学術的な報告、「税

制改正説明会」、「決算・申告に当たっての留意事項」等の行政当局からの情報発信、実務家によ

る解説等をタイムリーかつバランスよく提供することを目指す。 

会員に対する情報提供、税知識の普及活動の中軸となる事業であることから、税制改正に関す

る「租研意見」への反映にも配意しつつ、テーマの厳選・内容の充実に努め、昨年度と同規模の

60 回程度を計画する。 

引き続きオンライン開催を基本として効率化と利便性向上を図ることとし、「見逃し配信」の提

供など、オンラインのメリットを生かした会員サービスの一層の向上に努める。 

(2) 意見交換会 

行政当局と会員、会員相互間の情報交換、意思疎通の重要性に鑑み、行政当局、会員企業担当

者、実務家の間のコミュニケーションの場の設定に取り組む。 

重要な税制改正、国際課税分野における最新の動向、税務ガバナンスのあり方など、会員の関

心の高い問題に焦点を当て、行政当局・専門家からの発信、会員間の情報交換の機会を設けるな

ど、テーマや実施方法を工夫して相互の意思疎通、交流の促進につながる活動を企画する。 

(3) 基礎講座 

令和 7 年度は、「法人税基礎講座」「国際課税中級講座」（基礎講座と隔年開催）を実施する。会

員に対する実践的な知識・スキルの提供事業として、オンライン開催及び見逃し配信サービスの

提供など、受講者の利便性向上に引き続き努める。また、昨年同様、サービス向上の一環として、

「国際課税中級講座」の開講前に令和 6 年度に実施した「国際課税基礎講座」の録画配信を計画

している。 



 

 

 

7．情報提供・対外発信活動 

 (1) 出版物の刊行 

各研究会等における研究成果、会員懇談会で取り上げられた最新の情報等を会員に提供・還元

するとともに、税制、税務に関する知識の普及、事業活動の対外発信の観点から、毎月発刊の「租

税研究」に加え、「租税研究大会記録」等の出版物を作成・配付する。また、国際課税分野におけ

る重要文書として、「グローバル・ミニマム課税制度」に関する OECD モデルルール・コメンタ

リー等（邦訳）の改訂版刊行を予定している。 

・租税研究大会記録   

・令和 8 年度 税制改正に関する租研意見（会員の意見調査結果、税制改正意見集） 

 ・OECD グローバル税源浸食防止（GloBE）Pillar Two モデルルール・コメンタリー改訂版   

  合計 5 冊 

(2) ホームページを活用した情報提供 

ホームページを活用した情報提供サービスの内容を充実することにより、会員の利便性の向上

及び対外発信の強化を図る。 

ホームページにおいて、「租研意見」、「租税研究大会記録」等を掲載し、会員以外の一般の方に

も広く情報提供することにより、当協会からの提言、情報発信の充実を図るとともに、財政･税制

についての知見･知識の普及･拡大を図る。 

 

8．国際租税協会(IFA)日本支部事務局受託事務等 

IFA 日本支部事務局事務を受託し、同支部の事業活動の積極的な展開に協力するとともに、IFA

（講演回数換算ベース）　

令和3年度
実績

令和4年度
実績

令和4年度
実績

令和5年度
実績

令和6年度
実績見込

令和7年度
計画

対R6Fy
実績見込

会員懇談会 58 56 56 58 58 60 ＋2

座談会 1 0 0 1 1 1 ～

意見交換会 0 1 1 0 1 1 ～

会員懇談会・座談会・意見交換会 59 57 57 59 60 62 ＋2

・会員懇談会等　内訳

会合名

会合回数（回）

・基礎講座の内訳と実施推移 （回数）　

令和３年度
実績

令和４年度
実績

令和5年度
実績

令和６年度
実績

令和７年度
計画

法人税講座 8 8 8 8 8

国際課税基礎講座 0 9 0 9 0

国際課税中級講座 6 0 6 0 6

合計 14 17 14 17 14

（各回、２～２時間半で実施。） ※前年度開講講座の録画配信を実施又は予定

※

※

※



から得られる情報の活用、事業の共催等により、租研の国際課税分野における事業活動の充実・活

性化を図る。 

 

9．日本租税研究協会 組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  


